
消防団員募集
小笠原村消防団事務局（２－３１１１）



団⾧からひとこと

小笠原村には消防署はなく、火災や自然災害の際は消防団が活躍しています。
本業の傍ら、村民や来島者の皆さんの生命と財産を守る消防団員は島の生活を

守る「縁の下の力持ち」です。島の為、消防団員として活動しませんか。

◆定期訓練（5月、7月、11月）
機器の取扱い、放水訓練、防火水
槽・消火栓点検など、緊急時に不
備が無いように点検、操作を行っ
ています。

◆防災訓練（９月）
村が行う防災訓練への参加です。
要救護者救助、避難誘導、無線中
継の実地訓練を行っています。

◆消防出初式（１月）
式典および放水演習を村民の前で
披露しています。日ごろの活動の
成果を見てください。

◆緊急時の出動
火災、遭難者の捜索、警戒など、
防災無線で招集がかかります。速
やかに制服を着用して集合します。

◆消防訓練所教育訓練
東京消防庁の訓練所の教官を招い
て、救助訓練や座学、救命講習な
どを実施しています。

非常勤特別職の地方公務員として、
もしもの時は公務災害補償が受け
られます。

◆退職報償金

◆報酬・手当

消防団員として通算５年以上活動
した場合に退職報償金が支給され
ます。例えば、５年以上１０年未
満の場合は２０万円です。

・年報酬：36,500円
・出動手当：1回 5,000円～
・点検整備：2,000円
・警戒 ：3,500円

◆福祉・共済
消防団員福祉共済制度に公費で加
入しています。消防活動等でケ
ガ･死亡などの際には補償があり
ます。


